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石 川 県 道 路 交 通 法 施 行 細 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 す る 。

平 成 二 十 九 年 三 月 三 日
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石 川 県 公 安 委 員 会 規 則 第 一 号

石 川 県 道 路 交 通 法 施 行 細 即 の 一 部 を 改 正 す る 規 駅

石 川 県 道 路 交 通 法 施 行 細 則 ( 昭 和 三 十 五 年 石 川 県 公 安 委 員 会 規 則 第 十 二 号 ) の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 十 二 条 第 十 号 中 「 大 型 自 動 車 」 の 下 に 「 、 中 型 自 動 車 、 準 中 型 自 動 車 」 を 加 え る 。

第 十 七 条 中 「 第 十 八 条 」 を 「 第 十 八 条 第 一 項 」 に 改 め る 。

第 十 八 条 中 「 第 十 八 条 第 六 号 」 を 「 第 十 八 条 第 一 項 第 六 号 」 に 改 め る 。

第 二 十 条 第 一 項 中 「 別 記 様 式 第 十 一 の 免 許 条 件 解 除 、 変 更 申 請 書 」 を 「 別 記 様 式 第 十 の 限 定 解 除 ・ 審 査 申 請 書 又 は

別 記 様 式 第 十 一 の 免 許 の 条 件 解 除 ・ 変 更 申 請 書 」 に 改 め 、 「 審 査 」 の 下 に 「 又 は 検 査 」 を 加 え 、 同 条 第 四 項 中 「 中 型

自 動 車 」 の 下 に 「 、 準 中 型 自 動 車 」 を 加 え る 。

第 二 十 二 条 の 三 中 「 行 う 」 を 「 行 い 免 許 証 ( 法 第 八 十 四 条 第 二 項 の 仮 免 許 ( 次 条 第 二 項 及 び 第 三 十 三 条 に お い て

「 仮 免 許 」 と い う 。 ) に 係 る 免 許 証 を 除 く 。 ) の 交 付 を 受 け る 」 に 改 め る 。

第 二 十 二 条 の 四 第 一 項 中 「 届 出 は 、 」 の 下 に 「 別 記 様 式 第 十 一 の 七 の 運 転 免 許 証 等 記 載 事 項 変 更 届 に よ り 」 を 加 え 、

同 条 第 二 項 中 「 仮 運 転 免 許 ( 以 下 ご 及 び ご と い う 。 ご を 削 り 、 「 申 請 は 、 」 の 下 に 「 別 記 様 式 第 十 一 の 八 の 運 転 免

許 証 再 交 付 申 請 書 に よ り 」 を 加 え 、 同 条 第 三 項 を 削 る 。

第 二 十 九 条 第 一 項 中 「 申 請 は 、 」 の 下 に 「 別 記 様 式 第 十 二 の 二 の 運 転 免 許 証 更 新 申 請 書 ( 受 講 申 請 書 ) ( 次 項 及 び 第

二 十 九 条 の 二 に お い て 「 更 新 申 請 書 」 と い う 。 ) に よ り 」 を 加 え 、 同 条 第 二 項 を 次 の よ う に 改 め る 。

2 更 新 申 請 書 に は 、 申 請 用 写 真 を 添 付 す る こ と を 要 し な い 。

第 二 十 九 条 の 二 中 「 提 出 は 、 」 の 下 に 「 別 記 様 式 第 十 二 の 三 の 経 由 申 請 書 ・ 受 講 申 請 書 に よ り 」 を 加 え る 。

第 二 十 九 条 の 三 第 一 一 項 中 「 別 記 様 式 第 十 二 の 二 」 を 「 別 記 様 式 第 十 二 の 四 」 に 改 め 、 同 条 第 二 項 中 「 別 記 様 式 第 十

二 の 三 」 を 「 別 記 様 式 第 十 二 の 五 」 に 改 め 、 同 条 第 三 項 中 「 別 記 様 式 第 十 二 の 四 」 を 「 別 記 様 式 第 十 二 の 六 」 に 改 め 、

同 条 の 次 に 次 の 四 条 を 加 え る 。

( 臨 時 認 知 機 能 検 査 及 び 臨 時 高 齢 者 講 習 の 通 知 )

第 二 十 九 条 の 四 法 第 百 一 条 の 七 第 二 項 の 規 定 に よ る 認 知 機 能 検 査 の 通 知 は 別 記 様 式 第 十 二 の 七 の 臨 時 認 知 機 能 検 査

通 知 書 を 、 同 条 第 五 項 の 規 定 に よ る 講 習 の 通 知 は 別 記 様 式 第 十 二 の 八 の 臨 時 高 齢 者 講 習 通 知 書 を 本 人 に 交 付 し て 行

h n 1 ノ。
( 理 由 書 の 提 出 先 )

第 二 十 九 条 の 玉 規 則 第 二 十 九 条 の 二 の 四 第 四 項 及 び 第 二 十 九 条 の 二 の 五 第 四 項 に 規 定 す る や む を 得 な い 理 由 の あ る

こ と を 証 す る に 足 る 書 類 の 提 出 は 、 運 転 免 許 課 長 を 経 由 し て 行 わ な け れ ば な ら な い 。

( 提 出 の 期 限 )

第 二 十 九 条 の 六 法 第 百 二 条 第 一 項 か ら 第 三 項 ま で に 規 定 す る 公 安 委 員 会 が 指 定 す る 期 限 は 、 運 転 免 許 課 長 が 個 々 の



同 有 国 持 N 由 有 印 油 印 面 ( ゆ 爾 司 ) 剖 期 ミ主緬 bラ d
担

状 況 を 判 断 し て 決 定 す る 。

( 臨 時 適 性 検 査 の 通 知 )

第 二 十 九 条 の 七 法 第 百 二 条 第 六 項 の 規 定 に よ る 適 性 検 査 の 通 知 は 、 別 記 様 式 第 十 三 か ら 別 記 様 式 第 十 三 の 五 ま で の

臨 時 適 性 検 査 通 知 書 を 本 人 に 交 付 し て 行 う 。

第 三 十 条 を 次 の よ う に 改 め る 。

( 診 断 書 の 提 出 )

第 三 十 条 法 第 百 二 条 第 一 項 か ら 第 三 項 ま で の 規 定 に よ る 医 師 の 診 断 書 を 提 出 す べ き 旨 の 通 知 は 、 別 記 様 式 第 十 三 の

六 の 診 断 書 提 出 命 令 書 を 本 人 に 交 付 し て 行 う 。

2 前 項 の 医 師 の 診 断 書 は 、 運 転 免 許 課 長 を 経 由 し て 提 出 し な け れ ば な ら な い 。

第 三 十 条 の 四 の 次 に 次 の 一 条 を 加 え る 。

( 効 力 の 失 効 通 知 )

第 三 十 条 の 玉 法 第 百 四 条 の 二 の 三 第 四 項 の 規 定 に よ る 効 力 を 失 っ た 旨 の 通 知 は 、 別 記 様 式 第 十 四 の 三 の 運 転 免 許 の

効 力 停 止 の 失 効 通 知 書 を 本 人 に 交 付 し て 行 う 。

第 三 十 一 条 の 三 第 一 項 中 「 申 請 は 、 」 の 下 に 「 別 記 様 式 第 十 四 の 四 の 運 転 免 許 取 消 申 請 書 に よ り 」 を 加 え 、 同 条 第

二 項 中 「 施 行 規 則 第 三 十 条 の 九 第 二 項 の 規 定 に よ る 」 を 「 法 第 百 四 条 の 四 第 一 項 後 段 の 」 に 、 「 お い て 」 を 「 お い て

は 」 に 、 「 同 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 申 請 書 に は 、 」 を 「 別 記 様 式 第 十 四 の 四 の 運 転 免 許 取 消 申 請 書 に 」 に 改 め る 。

第 三 十 一 条 の 四 第 一 項 中 「 別 記 様 式 第 十 四 の 三 ご を 「 別 記 様 式 第 十 四 の 五 」 に 改 め 、 同 条 第 三 項 中 「 別 記 様 式 第 十

四 の 四 の 運 転 経 歴 証 明 書 記 載 事 項 変 更 届 」 を 「 別 記 様 式 第 十 一 の 七 の 運 転 免 許 証 等 記 載 事 項 変 更 届 」 に 改 め 、 同 条 第

四 項 中 「 別 記 様 式 第 十 四 の 三 」 を 「 別 記 様 式 第 十 四 の 五 」 に 改 め 、 同 条 第 五 項 中 「 別 記 様 式 第 十 四 の 五 の 運 転 経 歴 証

明 書 返 納 届 書 に 」 を 「 別 記 様 式 第 十 五 の 運 転 免 許 証 等 返 納 届 に 当 該 」 に 改 め 、 同 条 の 次 に 次 の 一 条 を 加 え る 。

( 国 家 公 安 委 員 会 へ の 報 告 )

第 三 十 一 条 の 玉 法 第 百 六 条 に 規 定 す る 国 家 公 安 委 員 会 へ の 報 告 は 、 運 転 免 許 課 長 が 行 う 。

第 三 十 四 条 中 「 運 転 免 許 証 返 納 届 書 」 を 「 運 転 免 許 証 等 返 納 届 」 に 改 め る 。

第 三 十 四 条 の 三 中 「 交 付 申 請 は 、 」 の 下 に 「 別 記 様 式 第 十 五 の 三 の 国 外 運 転 免 許 証 交 付 申 請 書 に よ り 」 を 加 え る 。

第 三 十 四 条 の 四 中 「 別 記 様 式 第 十 五 の 六 の 国 外 運 転 免 許 証 返 納 届 書 」 を 「 別 記 様 式 第 十 五 の 運 転 免 許 証 等 返 納 届 」

に 改 め る 。

別 記 様 式 第 十 及 び 別 記 様 式 第 十 一 を 次 の よ う に 改 め る 。



平成 29年 3月 3 日(金曜日) 石川県 公報 号 タト

別記様式第10 (第20条関係)

限定解除・審査申請書

石川県公安委員会殿

年 月 日

条変 免修

日1二日川1二資料区分 試験登録番号
58 39 

生年月日 日年J月 日日連絡先

(TEL) 

免許証 番号 口口口口口口口口口口口口
フ リガナ 男 女

氏 名
d↑生男IJ

2 

本籍 ・国籍等

住 所

受験番号

す

類
と

種

v

フ

の

よ

許

け

免

受

る

法

円
U

方

円
U

習

円
U

練

円
U

新条 件

新たな限定

免許証の写し(表) 免許証の写し (裏)



4 平成 29年 3月 3 日(金曜日) 石川県 公報 号 タト

別記様式第11(第20条関係)

免許の条件解除・ 変更申請書

年 月 日

石川県公安委員会殿

フ り ガ ナ

氏 名

生 年 月 日 年 月 日

現に付与されている

免許 の条 件

記載事項変更の有無 有 鉦

(この線から下は記入しないこと)

検査年月日 年 月

運転免許証の写 し

E114謎情感十 1f;' 1 1 同~â;同様官級十 ! な111召ー

中型 普通 大白二 ・普自二 小型二輪 わ
叩



平成 29年 3月 3 日(金曜日) 石川県 公報

中型 準巾型 普通 大自二 ・普自二 小型二輪

公子。o

E114経hl燃十 I QKQ告訴~告訴 Ql l &経伝来}異 't< tQo 

別記様式第11の7 (第22条の4、第31条の4関係)

(免許証の写し)

運転免許証等記載事項変更届

石川県公安委員会殿

※ 届出者は太枠部分を記入すること

フ リ ガ ナ (姓) (名)

氏 名
前ριて

更 本籍 ・国籍等

項

目
石川県

住 所
アパー ト・

マンション名

受付場所 担当者

号 タト

会j ~部

年 月 日

フ リガナ

届出者氏名

生年月日

年 月 日

電話番号

棟 号室 ) 



平成 29年 3月 3 日(金曜日) 石川県 公報 号 タト

別記様式第11の8 (第22条の4関係)

運転免許証再交付申請書

石川県公安委員会 殿

年月日 手 数 料貼付欄

再交付 住 氏 住氏 本 ・国 住本 氏本 氏住本 タト住 外住氏 外住本外氏住本

変
資 料 区 分

@ 51 52 53 54 55 56 57 A1 A3 A5 A7 

更

項 登録年月日
口口年口口月口口日 口口口口口目 登録番号

チ

口口年口口月口口 日
男 女

二乙 生年月日 性別

ツ
2 

ク

口日日口日日口日日口日日
再交付亡失等 破損等免許証番号
理由 4 

フ リガナ
連絡先

(姓) (名)
氏 名 (TEL) 

本籍 ・国籍等

住 所 石川県

交付年月日
照会番号 口

同 口口口口口

亘回総hl組長十11 E;' 国会J~同謎4古紙十 1 1 E;' K -'J ，_)'亘日iiili'Yf占領E十11 E;' 1 1 1 ;{cl ~同謎4古紙十 1 1 E;'同ムL-Y 亘幅緩hl組長十11

E;' 1 1会lEZ1旧経hl燃十11 E;'国-'J，_)' ~ i旧経世燃十 1 1 E;'告訴 ~告訴 E;' 1 1 ~経世会J~射的。



平成 29年 3月 3日(金曜日) 石川県 公報 号 タト

別記様式第12の2 (第29条関係)

運転免許証更新申請書(受講申請書)

石川県公安委員会殿

年 月 日

更新手数料 講習手数料

更新 期格 特更 格更 経格 経更 住 氏 住氏除 ・国f主本 氏本氏住本 外住外住氏外住本外住氏本 再交十

重苦

資 料 区 分
36 31 32 33 35 38 51 52 53 54 55 56 57 AI A3 A5 A7 59 

U口年U口月U口日
男 女生年月日 性 5llJ 

コ乙 l 2 

ツ

ク
免許証番号 口U口口U口口U口口U口 連絡先

フ リ ガ ナ (T E L) 

氏 名
(姓) (名)

本籍 ・国籍等

住 所 石川県

靖""-之 付 解

口口Uリ口U口口U口口U口口U免許の条件
更 力日 除

大型 中型 準中型 普通 大特 大自二 普自二 小特 原付 け号| 大二 中二 普二 大特二 け引二

免許の種 類
11 18 19 12 13 21 22 15 16 17 31 38 32 33 34 

6月以内 6月以内 6月以内
やむを得ず やむを得ず やむを得ず な し

特定失効区分 今回のみ 今回及び前回 今回、前回及び前々 回 更新申請県

1 2 A 。



平成 29年 3月 3 日(金曜日) 石川県 公報 号 タト

別記様式第12の 3 (第29条の 2関係)

経由申請書・受講申請書

石川県公安委員会殿

年 月 日

経由手数料 講習手数料

フ リ ガナ

(姓) (名)

氏 名

生年月 日 年 月 日

連 絡 先

郵送希望の有無 有 壷正

運転免許証の写 し

E114経hl燃十 l 1 G' K G'告訴~告訴G' 1 1経伝来}異't<tQ。



平成 29年 3月 3 日(金曜日)

別記様式第12の7 (第29条の 4関係)

住所

殿

石川県 公報

臨時認知機能検査通知書

号 タト

第 号

年月日

石川県公安委員会固

道路交通法第101条の 7第 1項に規定する臨時認知機能検査を下記のとおり実施いたしますので通知しま

す。

なお、この通知を受けてから 1か月以内に、やむを得ない理由なく臨時認知機能検査を受けない場合は、

取消し
運転免許の の処分を受けることとなります。

効力の停止

検査を行う

理 由

検 査 場 所

備 考

問合せ先 干920-0209

金沢市東蚊爪町2丁目 1番地

石川県警察本部交通部運転免許課運転教育係

電話 (076)238-5901 

別記様式第12の8 (第29条の 4関係)

臨時高齢者講習通知書

住所

殿

第 号

年月日

石川県公安委員会 固

道路交通法第101条の 7第4項に規定する臨時高齢者講習を下記のとおり実施いたしますので通知します。

なお、この通知を受けてから 1か月以内に、やむを得ない理由なく臨時高齢者講習を受けない場合は、運

取消し
転免許の の処分を受けることとなります。

効力の停止

講習を行う

理 由

議 習 場 所

備 考

問合せ先 干920-0209

金沢市東蚊爪町2丁目 1番地

石川県警察本部交通部運転免許課運転教育係

電話 (076)238-5901 
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別記様式第13の 5 (第29条の 7関係)

号報公県) 11 石平成 29年 3月 3 日(金曜日)10 

号第

年 月 日
は
書

ち

知
吋
通査

けん
検t牛

てき
適時臨

じゅ3しょ
住所

どの
殿

固

ろ
路

し

町
道

ま
、

加

川

ノ

p
り

hリ
引

か

に

シ
』
シ
」

V

」

F

」

た

く
ナ

だ

う
受

た

を

い

か
{
疋
て

い
山

一

4

7

N
h
叶
『
1

9

be

の

フ
再
又

と

を

いしかわけんこうあんいいんかい
石川県公安委員会

にんちきのうけんさ けっか きお〈旬よく はんだんりよく ひく
あなたは、認知機能検査の結果、「記憶力・判断力が低くなっている」

こうつうほうだい じよフだい こう りんじてきせいけんさ にんちしわ せんもんい しんだん
交通法第102条第 項による臨時適性検査(認知症の専門医による診断)

つうち
たので、通知します。

きょ ひ

拒 否

つうち う え りゅう りんじてきせいけんさ う ぱあい うんてんめんきょ 保 留 しよぶん
この通知を受け、やむを得ない理由なく臨時適性検査を受けない場合は、運転免許のとり け の処分を

取消し
こうりよく ていし
効力の停止

ご注意ください。受けることとなりますので、

て適き せ性い 検けん 査さ を

お行こな う理りゅ由うとなった

認にん知ち機きの能う検付ん査さのけ結っ果か

て適きせ性い検けん 査さの期きじ日っ

て適きせ性い検けん 査さの 場ば所しょ

備 考

どうろこうつうほうだい じよ3だい こう きてい てきせいけんさ かか つうち う かた にんちしよフ けんさおよ しんだん けっか
※ 道路交通法第102条第4項の規定による適性検査に係る通知を受けた方が、認知症の検査及び診断の結果が

きさい せんもんいまた しゅじい い しんだんしょ ていしゆっ ぱあい りんじてきせいけんさ にんちしよう せんもんい
記載された専門医又は主治医(かかりつけ医)の診断書を提出した場合には、臨時適性検査(認知症の専門医

しんだん う ひつよう
による診断)を受ける必要はありません。

しんだんしょ ていしゆっ ばあい ねん がつ にち いしかわけんけいさつほんぶこうつうぶうんてんめんきよかてきせいけんさかかり ていしゆっ
診断書を提出する場合は、 年 月 日までに、石川県警察本部交通部運転免許課適性検査係に提出してく※ 

ださい。
つうち ふめいてん ばあい かき とあ

この通知について、不明な点がある場合には、下記までお問い合わせください。
といあわ さき
問合せ先:〒920-0209

かなぎわしひがしかがつめまち ちよフめ ばんち
金沢市東蚊爪町2丁目 1番地

いしかわけんけいさつほんぶこフつうぷフんてんめんきよかてきせいけんさ帥喝
石川県警察本部交通部運転免許課適性検査係
でんわ

電話 (076)238 -5901 

※ 
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別記様式第13の6 (第30条関係)

第 号

年 月 日
診しん だ断ん 書しょ て提い し出ゆっ 命めい れ令い 書しょ

住じゅフ所しょ

殿どの

い石し川かわけ県ん公こう安あん委いい員んか会い 固

にんちきのうけんさ けっか きおく旬よく はんだんりよく ひく はんてい う にんちしよう
あなたは、認知機能検査の結果、「記憶力・判断力が低くなっているJとの判定を受け、認知症のおそれ

うたか Eうろこうつうほうだい じよフだい こう きてい かき どうろこうつうほうしこうきそ〈だい
作品、)があることから、道路交通法第102条第 項の規定により、下記のとおり、道路交通法施行規則第29
じよフ だい こう きてい ようけん み いし しんだんしょ にんちしよヲ せんもんいまた しゅじい い さくせい
条の 3第3項に規定する要件を満たす医師の診断書(認知症の専門医又は主治医(かかりつけ医)が作成し

しんだんしょ しんだんかかけんさ けっかおよにんちしょうがし、とう みと かん とうがし、いし
た診断書であって、診断に係る検査の結果及び認知症に該当しないと認められるかどうかに関する当該医師

いけんささい ていしゆっ ねが
の意見が記載されているもの)を提出していただくようお願いします。

きょひ
が拒否される

え りゅう しんだんしょ ていし肘 ばあい うんでんめんきょが保留される
なお、やむを得ない理由なく診断書を提出しない場合は、運転免許 と け こととなりますの

が取り消される

の効力が停止される

で、ご注意ください。
ていしゆっ しんだんしよ じようき ょう付ん にんちしょっ せんもんいまた しゅじい い さくせい しんだんしょ

また、提出された診断書が上記の要件(認知症の専門医又は主治医(かかりつけ医)が作成した診断書で
しんだんかかけんさ けっかおよにんちしよフがいとう みと かん とうがいいし いけん き

あって、診断に係る検査の結果及び認知症に該当しないと認められるかどうかに関する 当該医師の意見が記
さい み ばあい じよ?きうんてんめんきょ ぎよ?せいしよぷん おこな あらた りんじてさせいけんさまた しんだんしょ
載されているもの)を満たさない場合、上記運転免許の行政処分を行うか、改めて臨時適性検査又は診断書
ていしゆっめいれい おこな

提出命令を行うこととなりますので、ご注意ください。

診しんだ断ん書しょ の て提いし出ゆっ を
運うんて転ん免めん許きょこ更う新しん時じの認にん知ち機きの能う検けん査さま又たは臨りん時じ認にん知ち機きの能う検けん査さの結けっ果か、「記きお憶く力りよく ・判はんだ断ん

命めいずる理りゅ由うとなった

認にん知ち機きの能う検けん査さのけ結っ果か
力りよくが低ひく くなっている」 との判はんて定いを受うけたため。

診断書の提出期限
ね年ん

月
に日ち

診しんだ断ん書しょ の て提いし出ゆっ 先さき 石いしか川わけ県ん警けい察さつ本ほん部ぷ交こうつ通う部ぶ運うんて転ん免めん許きよ課かて適きせ性い検けん査さ村係、り

備 考

つうち ふめいてん ばあい かき とあ
※ この通知について、不明な点がある場合には、下記までお問い合わせください。

といあわ さき
問合せ先 〒920-0209

かなぎわしひがしかがつめまち ちょうめ ばんち
金沢市東蚊爪町2丁目 1番地

いしかわけんけいさつほんぶこうつうぶうんてんめんきよかてきせいけんさ帥喝
石川県警察本部交通部運転免許課適性検査係
でんわ
電話 (076)238 -5901 

5q l~ ~長官華民十因 Q l11 -R <..D â;同雄官首長十g[ Q 同制下ノ会)長 Q-4''':1悩母子。。
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別記様式第14の 3 (第30条の 5関係)

運転免許の効力停止の失効通知書

道路交通法第104条の 2の3第4項の規定により、下記のとおりあなたの運転免許の効力の停止処分が、

年 月 日付で失効したので通知します。

年 月 日

石川県公安委員会固

住 所

氏 名

免許証の番号
第 号 年 月 日 交付

公安委員会交付

免許の種類

理 由 道路交通法第104条の 2の3第 3項に該当しなくなったため
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別記様式第14の4 (第31条の 3関係)

運転免許取消申請書

年 月 日

石川県公安委員会殿

申 言青 者 氏 名 電話番号

生 年 月 日 年 月 日 性 別 男 女

住 所

取消 (返納)を申請する 大型 型中 準巾T 普通 特大 大二自 普二白 小型特殊 原 んけ引 大型二 型二中 普通二 大特二 んけ引

免 許 の 種 類
種種型種種輪輪 付一種種種種 一

残したい(必要な) 大型 型中 準巾T 普通 特大 大二自 普二白 殊小型特 原 けん引 型大二 型二中 普通二 大特二 けん

免 許 の 種 類 種種型種種輪輪 付一種種種種 二ヲ|

※ この取消申請を行うと、今後、取消(返納)した免許が必要になった場合には、改めて運転免許試験を

受けて合格しないと免許を取得できませんので、よく考えてこの用紙を記入してください。
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(第31条の 4関係)別記様式第14の 5

運転経歴証明書 (交付・ 再交付) 申請書

( 手数料 貼付欄)

殿石川県公安委員会

日

住 所 石川県

ふ り カ3 な

氏 名

生 年 月 日 年 月 日

申請取消年月日 ・番号 年 月 日 第 号

旧 運転免許証番号 第 号

月年

太
ワ
ク
の
み
記
載
す
る
こ
と
。

亘回総4占領E十同会]告訴e ム-f"Ç'\ 以吉~-:Q l'(d。
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別記様式第15 (第31条の 4、第34条、第34条の 4関係)

運転免許証等返納届

年 月 日

石川県公安委員会殿

届出者 氏名

連絡先

返納する運転免許証等の名義人との関係

次の運転免許証等を返納します。

氏 名 生年月日 年 月 日

免許証番号

証明書番号
第 子に玉コ

※ 該当項目をOで囲む

1 運転免許証

(1) 取消しによる

(2) 失効(免許証の期限切れ)による

(3) 再交付後の発見等による

(4) その他

2 仮免許証

(1) 取消しによる

(2) 失効(免許証の期限切れ)による

返納の理由 (3) 再交付後の発見等による

(4) その他

3 国外運転免許証(発給番号

(1) 有効期間満了等による

(2) 失効(運転免許証の期限切れ)による

(3) その他

4 運転経歴証明書

(1) 運転免許証の取得

(2) 再交付後の発見等

(3) その他

所 属 取扱者

E1旧経hl燃十同G'111 長~<..Dâ;同後十-A~十同G' iくう%下-'ì知事:，Ç;\ ' ~ l同経伝撚十同G'1 1 G'告訴~告訴G' 1 j経官会l異州tQO
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別記様式第15の 3 (第34条の 3関係)

国外運転免許証交付申請書

年 月 日

石川県公安委員会殿

ふ り カ1 な

氏 名

生 年 月 日 年 月 日

手

数

料

欄

渡航期間

国外運転免許証の申請区分 A B C D E 
~ 

備

渡 主元 先

出 生 地

免許証の記載事項の
考 職業(勤務先)

有 無
甘~ 更 0) 有 査正

免許証の写 し(表) 免許証の写し(裏)

口口口口口口口口口口口口口口

E1同謎4占領E十4く肖;::，â;同~'hl線十K8 1 8 11 召ー 型大 型中 普通 特大 大自 普白 原 引け 小 型大 型中 普通 特大 引け

一一一一一一付一特一一一一一
種種種種 者重 種種種種種
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口口口口口口口口口口口口口口口

会j 型大一 型一中 型準中 普通一 特大一 大三自 普三白 原付 一引け 小特 型大二 型三中 普通二 特大二 三引け トy

種種 種種 種 種種種種種

乗 用 貨 物 乗 用 貨 物

大中普 大中普
型特殊大

軽 軽

型型通 型型通

大中普 大中準普
大型特殊

軽 中 軽

型型通 型型型通

大型 中型 普通 大特

免許種別

車重 種 種 種 種 宅重 種 種

会j

大型 中型 準 普通 大特

免許種別 中

種種 種種 型 種 種 種 種

~吉'f{:;の。

運者数転 者運転数

蓋亘

) J G'蝦置土~ ' 時世 1 1 十長崎1 1 1 m:::十 11 ロI -R <.D~望日ごいの。
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( 1箇月 2，350円送料とも) 発行人 干920-8580 石川県金沢市鞍月 1丁目 1番地 石川県

印刷所 干921-8002 石川県金沢市玉鉾4丁目 166番地 附共栄 TEL(076) 292-2236 


